
夢
の
実
現
に
向
け
て

創
業
を
目
指
す
人

支
援
し
ま
す

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
窓
口

　
創
業
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

が
で
き
ま
す
。

日
時
／
月
〜
金
曜
日　
午
前
９
時
〜

午
後
５
時　

※
祝
日
、
12
月
31
日
〜
１
月
３
日
を

除
く
。

場
所
／
青
年
の
家

空
き
店
舗
活
用
事
業
補
助
金

　
指
定
区
域
内
に
あ
る
空
き
店
舗
へ

出
店
す
る
場
合
、
経
費
の
一
部
が
助

成
さ
れ
ま
す
。

補
助
額
／
●
店
舗
改
修
費
：
費
用
の

２
分
の
１
以
内
で
、
１
０
０
万
円
を

限
度　
●
賃
借
料
：
費
用
の
２
分
の

１
以
内
で
、
月
額
５
万
円
以
内（
通

算
24
か
月
限
度
）

対
象
／
●
事
業
を
３
年
以
上
継
続
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
原
則
週
40
時

間
以
上
の
事
業
を
行
う
こ
と　
●
新

た
に
事
業
を
行
う
個
人
や
法
人
、
ま

た
は
事
業
を
開
始
し
て
１
年
未
満
の

個
人
や
法
人　
●
住
所
が
あ
る
市
町

村
の
市
町
村
民
税
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と　
●
市
内
の
他
の
店
舗
で
事

業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、
事
業
後
そ

の
店
舗
を
空
き
店
舗
に
し
な
い
こ
と

問
商
工
観
光
課
商
工
労
政
班（
☎

62
‐
５
８
７
４
）

創
業
セ
ミ
ナ
ー

　
創
業
の
知
識
を
基
礎
か
ら
学
べ
る
、

無
料
創
業
セ
ミ
ナ
ー
が
開
講
し
ま
す
。

開
催
日
・
内
容
／
●
11
月
17
日
（土）
：

起
業
の
基
礎
知
識
、
販
路
開
拓　

●
11
月
24
日
（土）
：
財
務
、
人
事
労
務
、

事
業
計
画

〈
共
通
事
項
〉

時
間
／
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

場
所
／
旭
市
商
工
会
館
３
階
大
研
修

室講
師
／
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
社

会
保
険
労
務
士
な
ど

対
象
者
／
創
業
予
定
や
興
味
の
あ
る

人
、
創
業
し
て
間
も
な
い
人

定
員
／
25
人（
先
着
順
）

問
旭
市
商
工
会（
☎
62
‐
１
３
４

８
）、
市
商
工
観
光
課
商
工
労
政
班

（
☎
62
‐
５
８
７
４
）

水
質
保
全
と
汚
染
防
止
を
考
え
る

新
川
汚
染
防
止
推
進
大
会

日
時
／
11
月
16
日
（金）　
午
後
２
時
〜

場
所
／
東
総
文
化
会
館
小
ホ
ー
ル

内
容
／
小
中
学
生
の
啓
発
作
文
・
ポ

ス
タ
ー
・
標
語
入
賞
作
品
の
発
表
と

展
示
、
講
演
会
な
ど

問
新
川
汚
染
防
止
対
策
協
議
会（
☎

62
‐
５
３
２
８
・
環
境
課
環
境
政
策

班
内
）

ち
ば
移
住
セ
ミ
ナ
ー

「
千
葉
の
と
っ
ぱ
ず
れ
で

暮
ら
す
」

日
時
／
11
月
16
日
（金）　
午
後
６
時
〜

８
時

場
所
／
東
京
交
通
会
館
８
階
ふ
る
さ

と
回
帰
支
援
セ
ン
タ
ー（
東
京
都
千

代
田
区
）

参
加
費
／
無
料

問
海
匝
地
域
振
興
事
務
所
地
域
振

興
課（
☎
62
‐
０
２
６
１
）

正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う

11
月
は
「
動
物
に
よ
る
危

害
防
止
対
策
強
化
月
間
」

　
昨
年
度
千
葉
県
で
は
、
人
が
犬
に

か
ま
れ
る
事
故
が
１
４
５
件
発
生
し

て
い
ま
す
。
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、

正
し
く
動
物
を
飼
い
ま
し
ょ
う
。

●
犬
が
人
を
か
ん
で
け
が
を
さ
せ
た

場
合
、
飼
い
主
は
保
健
所
に
届
け

出
し
、
か
ん
だ
犬
が
狂
犬
病
の
疑

い
が
な
い
か
、
獣
医
師
の
検
診
を

受
け
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。
犬
を
運
動
さ
せ
る
と
き
は
、

犬
を
制
止
で
き
る
人
が
短
い
引
き

綱
で
行
い
ま
し
ょ
う
。
犬
は
来
訪

者
の
届
か
な
い
場
所
に
つ
な
ぎ
、

門
や
玄
関
か
ら
飛
び
出
さ
な
い
よ

う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
犬
の
登
録
と
年
１
回
の
狂
犬
病
予

防
接
種
は
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た

飼
い
主
の
義
務
で
す
。

●
猫
は
屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。
猫

に
よ
る
他
人
へ
の
迷
惑
を
防
止
で

き
、
病
気
や
交
通
事
故
な
ど
か
ら
、

猫
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
地

域
猫
活
動
な
ど
で
飼
い
主
の
い
な

い
猫
の
世
話
を
す
る
場
合
は
、
過

度
の
触
れ
合
い
は
避
け
、
か
ま
れ

た
り
引
っ
か
か
れ
た
り
し
な
い
よ

う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
犬
猫
を
10
匹
以
上
飼
う
場
合
は
、

保
健
所
に
届
け
出
が
必
要
で
す

（
91
日
齢
未
満
は
除
く
）。

●
猿
、
蛇
な
ど
の
特
定
動
物
を
飼
う

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
保
健
所
長

の
許
可
が
必
要
で
す
。

●
ペ
ッ
ト
が
い
な
く
な
っ
た
ら
す
ぐ

に
探
し
、
保
健
所
、
警
察
、
動
物

愛
護
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
届
け
出
を

し
ま
し
ょ
う
。
ペ
ッ
ト
に
は
迷
子

札
や
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
着
け
る

な
ど
、
飼
い
主
が
分
か
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

●
動
物
は
責
任
を
持
っ
て
最
後
ま
で

面
倒
を
見
ま
し
ょ
う
。
や
む
を
得

な
い
事
情
で
飼
え
な
く
な
っ
た
場

合
は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
し
て

く
だ
さ
い
。
保
健
所
や
県
動
物
愛

護
セ
ン
タ
ー
で
は
、
飼
い
主
探
し

の
手
伝
い
を
し
ま
す
。

問
八
日
市
場
地
域
保
健
セ
ン
タ
ー
・

保
健
所（
☎
72
‐
１
２
８
１
）、
千
葉

県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー（
☎
０
４
７

６
‐
93
‐
５
７
１
１
）、
市
環
境
課

環
境
美
化
班（
☎
62
‐
５
３
２
９
）

二
十
歳
の
あ
な
た
を
祝
福
し
ま
す

旭
市
成
人
式

日
時
／
平
成
31
年
１
月
13
日
（日）　
午

前
10
時
〜

※
受
け
付
け
は
午
前
９
時
か
ら
。

場
所
／
東
総
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

対
象
／
平
成
10
年
４
月
２
日
〜
平
成

11
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

※
該
当
す
る
人
に
は
案
内
状
が
届
き

ま
す
。

問
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
班（
☎

55
‐
５
７
２
７
）

同級生と記念撮影
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年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書

の
添
付
を

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た

全
額
が
所
得
税
や
市
県
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

控
除
を
受
け
る
た
め
に
は

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
す
る
と

き
に
、
今
年
１
年
間
に
納
付
し
た
国

民
年
金
保
険
料
額
を
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
納
付
額
を
証
明
す
る
「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証

明
書
」
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
11

月
上
旬
に
届
き
ま
す
の
で
、
申
告
書

安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
た
め

島
田
建
設
株
式
会
社
様
／
１
０
０

万
円

に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

証
明
書
の
内
容
は

①
平
成
30
年
１
月
か
ら
10
月
１
日
ま

で
に
納
付
さ
れ
た
、
国
民
年
金
保

険
料
額（
追
納
、
後
納
分
含
む
）

②
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
国
民

年
金
保
険
料
額

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し

た
人
の
証
明
書
は

　
10
月
２
日
以
降
に
初
め
て
納
付
す

る
人
に
は
、
来
年
２
月
に
同
様
の
証

明
書
が
届
き
ま
す
。

納
付
忘
れ
は
年
内
に

　
年
内
に
納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の

控
除
対
象
に
な
り
申
告
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
領
収
書
を
添
付
す
る
か

提
示
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
は

　
納
付
し
た
人
の
所
得
税
な
ど
の
控

除
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
す
る
と

き
に
、
自
分
の
社
会
保
険
料
の
額
と

合
算
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
家

族
の
分
の
証
明
書
も
一
緒
に
添
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

日
本
年
金
機
構
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ

イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
‐
０
０
３
０
０
４
、
０

５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
は
☎
03

‐
６
６
３
０
‐
２
５
２
５

【
受
付
期
間
】

　
11
月
１
日

（木）
〜
平
成
31
年
３
月
15

日
（金）
※
土
・
日
曜
日（
第
２
土
曜
日
を
除

く
）、
祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月

３
日
を
除
く
。

【
受
付
時
間
】

平
日
／
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

毎
月
第
２
土
曜
日
／
午
前
９
時
〜
午

後
５
時

問
佐
原
年
金
事
務
所（
☎
０
４
７
８

‐
54
‐
１
４
４
２
）

説
明
会
を
開
催

消
費
税
軽
減
税
率
制
度
と

給
与
所
得
の
年
末
調
整

対
象
地
域
・
開
催
日
・
場
所

銚
子
市
／
11
月
６
日

（火）　
銚
子
市
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
す
こ
や
か
な
ま
な

び
の
城

匝
瑳
市
／
11
月
８
日

（木）　
匝
瑳
市
民

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

旭
市
／
11
月
９
日

（金）　
海
上
公
民
館

〈
各
場
所
共
通
〉

●
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
等
説
明
会

時
間
／
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

●
給
与
所
得
の
年
末
調
整
等
説
明
会

時
間
／
午
後
１
時
〜
４
時

※
対
象
地
域
以
外
で
の
参
加
も
で
き

ま
す
。

問
銚
子
税
務
署
法
人
課
税
第
１
部
門

（
☎
０
４
７
９
‐
22
‐
１
６
９
７
）

11
月
12
日
（月）
〜
25
日
（日）

女
性
に
対
す
る
暴
力
を

な
く
す
運
動

　
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
性
犯

罪
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
売
買
春
、

人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力

は
、
女
性
の
人
権
を
侵
害
す
る
も
の

で
あ
り
、
決
し
て
許
さ
れ
る
行
為
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
運
動
を
き
っ
か
け
に
女
性
に

対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
考
え
、
暴
力

の
な
い
社
会
づ
く
り
を
進
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

Ｄ
Ｖ
相
談
ナ
ビ
／
０
５
７
０
‐
０
５

５
２
１
０

千
葉
県
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
／

０
４
３
‐
２
０
６
‐
８
０
０
２（
24

時
間
３
６
５
日
対
応
）

問
市
民
生
活
課
市
民
生
活
支
援
班

（
☎
62
‐
５
３
９
６
）

11
月
９
日
（金）
〜
15
日
（木）

秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

　
「
忘
れ
て
な
い
？ 

サ
イ
フ
に
ス
マ

ホ
に 

火
の
確
認
」
を
全
国
統
一
防

火
標
語
に
、
秋
の
全
国
火
災
予
防
運

動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は

空
気
が
乾
燥
し
、
火
災
の
起
き
や
す

い
季
節
に
な
り
ま
す
。
暖
房
器
具
や

火
の
取
り
扱
い
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設

置
し
て
い
な
い
家
庭
は
、
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

問
消
防
本
部
予
防
課（
☎
63
‐
５
３

５
６
）

社
会
全
体
で
解
決

11
月
は

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

　
児
童
虐
待
の
問
題
は
社
会
全
体
で

取
り
組
む
べ
き
重
要
な
課
題
で
す
。

「
い
ち
は
や
く 

知
ら
せ
る
勇
気 

つ

な
ぐ
声
」
で
全
て
の
子
ど
も
が
虐
待

を
受
け
ず
、
健
や
か
に
成
長
で
き
る

社
会
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問
子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
班

（
☎
62
‐
８
０
１
２
）、
旭
市
家
庭
児

童
相
談
室（
☎
62
‐
５
３
６
２
）、
銚

子
児
童
相
談
所（
☎
０
４
７
９
‐
23

‐
０
０
７
６
）、
児
童
相
談
所
全
国

共
通
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
１い
ち
は
や
く

８
９
）

インフォメーション
くらしの

ワイド
問
…
問
い
合
わ
せ

　

…
申
し
込
み

◆国民健康保険税　第６期
◆介護保険料　第６期
◆後期高齢者医療保険料　第５期
納期限は11月30日（金）です。
※国民年金保険料は毎月納付です。

今月の納期

議
会
に
報
告
さ
れ
た
寄
付
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